
高石市文化財保護条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高石市文化財保護条例（令和７年高石市条例第３号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（同意書） 

第２条 条例第４条第２項（条例第26条第２項又は第33条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による同意は、同意書（様式第１号）によるものとする。 

（指定書） 

第３条 条例第４条第６項（条例第26条第２項又は第33条第２項において準用する場合を

含む。）に規定する指定書は、指定書（様式第２号）とする。 

（認定書） 

第４条 条例第20条第７項に規定する認定書は、認定書（様式第３号）とする。 

（指定書等の再交付） 

第５条 第３条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたときは、指定書（認定書）再交付申請書（様式第４号）によりそ

の再交付を申請することができる。 

（管理責任者選任等の届出） 

第６条 条例第６条第３項（条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。）の規

定による届出は、管理責任者選任（解任・変更）届出書（様式第５号）によるものとす

る。 

（所有者変更の届出） 

第７条 条例第７条第１項（条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。）の規

定による届出は、所有者変更届出書（様式第６号）によるものとする。 

（所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出） 

第８条 条例第７条第２項（条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。）の規

定による届出は、所有者（管理責任者）の氏名等変更届出書（様式第７号）によるもの

とする。 

（滅失等の届出） 

第９条 条例第８条（条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。）の規定によ

る届出は、滅失（毀損・亡失・盗難）届出書（様式第８号）によるものとする。 

（所在の場所変更の届出） 

第１０条 条例第９条（条例第29条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

所在の場所変更届出書（様式第９号）によるものとする。 

（所在の場所変更の届出を要しない場合等） 

第１１条 条例第９条ただし書（条例第29条において準用する場合を含む。）の規定によ

る届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出ること

をもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合と



する。 

(1) 条例第10条（条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。）の規定による

補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 

(2) 条例第12条第１項又は第２項（条例第29条又は第38条において準用する場合を含

む。）の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しよう

とするとき。 

(3) 条例第14条第１項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及

ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。 

(4) 条例第15条（条例第29条において準用する場合を含む。）の規定による届出をして

行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。 

(5) 条例第16条第１項又は第２項（条例第29条において準用する場合を含む。）の規定

による要請又は勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。 

（現状変更等の許可申請） 

第１２条 条例第14条第１項又は第36条第１項の規定による許可を受けようとする者（以

下「許可申請者」という。）は、現状変更等許可申請書（様式第10号）を高石市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。 

（現状変更等許可書の交付) 

第１３条 前条の規定による許可申請に対し、許可を行うときは、教育委員会は、現状変

更等許可書（様式第11号）を交付するものとする。 

（現状変更等の終了の報告） 

第１４条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了

したときは、速やかに現状変更等終了報告書（様式第12号。以下「変更等報告書」とい

う。）を教育委員会に提出しなければならない。 

（現状変更等の届出） 

第１５条 条例第28条第１項の規定による届出は、現状変更等届出書（様式第13号）によ

るものとする。 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼ

す行為が終了したときは、速やかに変更等報告書を教育委員会に提出しなければならな

い。。 

（維持の措置の範囲） 

第１６条 条例第14条第２項又は第36条第２項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げ

る場合とする。 

(1) 市指定有形文化財（条例第４条第１項に規定する市指定有形文化財をいう。以下同

じ。）又は市指定史跡名勝天然記念物（条例第33条第１項に規定する市指定史跡名勝

天然記念物をいう。以下同じ。）が損傷し、又は衰亡している場合において、その価

値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物を

その指定当時の原状（指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為

について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす



行為が完了した後の原状）に復するとき。 

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合

において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。 

（修理等の届出） 

第１７条 条例第15条第１項（条例第29条において準用する場合を含む。）又は第37条の

規定による届出は、修理（復旧）届出書（様式第14号）によるものとする。 

（修理等の終了の報告） 

第１８条 前条の規定による届出を行った者は、当該届出に係る修理又は復旧が終了した

ときは、速やかに、修理（復旧）終了報告書（様式第15号）を教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

（保持者の氏名変更等の届出） 

第１９条 条例第22条第１項の規則で定める理由は、保持者が市指定無形文化財（条例第

20条第１項に規定する市指定有形文化財をいう。）の保存に影響を与える程度の心身の

故障を起こした場合とし、条例第22条第１項又は第２項の規定による届出は、保持者の

氏名、住所等の変更届出書（様式第16号）又は保持団体の代表者（名称・事務所の所在

地）等の変更届出書（様式第17号）によるものとする。 

（土地所在等の異動の届出） 

第２０条 条例第35条の規定による届出は、史跡名勝天然記念物所在地等の異動届出書（様

式第18号）によるものとする。 

２ 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及

び登記所に備えられた図面の写しを前項の届出に添えるものとする。 

（組織） 

第２１条 条例第40条の規定により設置する高石市文化財保護審議会（以下「審議会」と

いう。）は、委員10人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことがで

きる。 

３ 委員及び臨時委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（委員の任期等） 

第２２条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員は、特別の事項に係る調査審議が終了するまでの間在任する。 

（会長及び副会長） 

第２３条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第２４条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 



２ 審議会は、委員（臨時委員を含む。次項において同じ。）の過半数が出席しなければ

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 前３項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。 

（台帳） 

第２５条 教育委員会は、文化財の各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及

び実測図その他の資料を添付するものとする。 

（その他） 

第２６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



様式第１号（第２条関係）

年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

員　数

所在の場所

同　　意　　書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　私の所有（占有）する下記の文化財が、高石市指定有形文化財（有形民俗文化財・史跡・名
称・天然記念物）に指定されることに同意します。

記

名　称



様式第２号（第３条関係）

記号番号

名称及び員数

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　　　　　印　　　

（表）

指　　定　　書

　高石市文化財保護条例第　　条の規定により高石市指定有形文化財（有形民族文化財・史跡名
勝天然記念物）に指定する。



備考

1 指定が解除されたときは、この指定書を高石市教育委員会に返納しなければならない。

2 次の場合は、この指定書を添えて届け出なければならない。

(1)　所有者が変更したとき。

(2)　所有者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3)　所在の場所を変更したとき。

（裏）

所有者 所有者の住所 所在の場所 交付又は再交付の年月日

所有者 所有者の住所 所在の場所 変更の年月日



様式第３号（第４条関係）

記号番号

氏名

生年月日

年　　　　　月　　　　日

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　　　　　印　　　

（表）

認　　定　　書

　高石市文化財保護条例第20条の規定により高石市指定無形文化財の保持者（保持団体）として
認定する。



備考

1 次の場合は、この認定書を高石市教育委員会に返納しなければならない。

(1)　指定が解除されたとき。

(2)　保持者が死亡したとき。

(3)　保持者又は保持団体の認定が解除されたとき。

2 次の場合は、この認定書を添えて届け出なければならない。

(1)　保持者が氏名、芸名、雅号等又は住所を変更したとき。

(2)　保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者を変更したとき。

（裏）

保持者の氏名、芸名、雅号等又
は保持団体の名称及び代表者の

氏名

保持者の住所又は保持団体の事
務所の所在地

交付又は再交付の年月日

保持者の氏名、芸名、雅号等又
は保持団体の名称及び代表者の

氏名

保持者の住所又は保持団体の事
務所の所在地

変更の年月日



様式第４号（第５条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

指定書（認定書）再交付申請書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり指定書（認定書）を滅失した（毀損した・亡失した・盗み取られた）ので再交付
を申請します。

記

名称

員数

所在の場所

指定（認定）の年月日
及び記号番号

滅失・毀損・亡失・盗難
の年月日

滅失・毀損・亡失・盗難
の状況

その他参考となる事項



様式第５号（第６条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

管理責任者選任（解任・変更）届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の管理責任者を選任（解任・変更）したので届け出ます。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

選任（解任・変更）の理
由

その他参考となる事項

所有者の氏名
又は名称及び住所

管理責任者の
氏名及び住所

※変更の場合は新旧
両管理責任者について記載

選任（解任・変更）の年
月日



様式第６号（第７条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

所有権の移転を証明する書類

所有者変更届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の所有者が変更したので指定書を添えて届け出ます。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

変更の理由

その他参考となる事項

旧所有者の氏名
又は名称及び住所

新所有者の氏名
又は名称及び住所

変更年月日



様式第７号（第８条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

所有者（管理責任者）の氏名等変更届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の所有者（管理責任者）の氏名（名称・住所）を変更したので
指定書を添えて届け出ます。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

変更の理由

その他参考となる事項

変更前の氏名
若しくは名称又は住所

変更後の氏名
若しくは名称又は住所

変更年月日



様式第８号（第９条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（備考）毀損の場合は、その箇所及び程度を示す写真又は見取り図を添付すること。

滅失（毀損・亡失・盗難）届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財を滅失した（毀損した・亡失した・盗み取られた）ので届け出
ます。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

所有者の氏名
又は名称及び住所

管理責任者の氏名
及び住所

発生又は判明の
日時及び場所

滅失、毀損等の事実を
知った後にとられた措置

その他参考となる事項

発生又は判明当時に
おける管理の状況

原因

当該文化財がその保存上
受ける影響



様式第９号（第10条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

所在の場所変更届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の所在の場所を変更します（変更した）ので届け出ます。

記

名称

員数

指定の年月日
及び記号番号

所有者の氏名
又は名称及び住所

管理責任者の氏名
又は名称及び住所

変更前の所在の場所

変更後の所在の場所

変更年月日

変更の理由

その他参考となる事項



様式第10号（第12条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

(1)　現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する設計仕様書

(2)　現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を行おうとする箇所の現状写真又は見取図

(3)　許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

現状変更等許可申請書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の現状変更（保存に影響を及ぼす行為）の許可を受けたいので
関係書類を添えて申請します。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

所有者の氏名
又は名称及び住所

管理責任者の氏名
又は名称及び住所

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）を必要とす

る理由

その他参考となる事項

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の内容及び

実施の方法

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の着手及び

終了の予定時期

施工者の氏名又は名称及
び住所



様式第11号（第13条関係）

第　　　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　様

高石市教育委員会　　　　　印　　　

現状変更等許可書

　次のとおり高石市指定文化財の現状変更（保存に影響を及ぼす行為）を許可する。

名称

員数

　　完了　　　　　　年　　月　　日

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の条件

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の予定時期

指定の年月日
及び記号番号

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の内容及び

実施の方法

　　着手　　　　　　年　　月　　日



様式第12号（第14条、第15条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

終了後の写真又は見取図

現状変更等終了報告書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の現状変更（保存に影響を及ぼす行為）が終了したので報告し
ます。

記

名称

終了の年月日

その他参考となる事項

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号



様式第13号（第15条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

(1)　現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する設計仕様書

(2)　現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を行おうとする箇所の現状写真又は見取図

(3)　許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

現状変更等届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の現状変更（保存に影響を及ぼす行為）を行うので届け出ま
す。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

所有者の氏名
又は名称及び住所

管理責任者の氏名
又は名称及び住所

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）を必要とす

る理由

その他参考となる事項

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の内容及び

実施の方法

現状変更（保存に影響を
及ぼす行為）の着手及び

終了の予定時期

施工者の氏名又は名称及
び住所



様式第14号（第17条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

(1)　設計仕様書

(2)　修理（復旧）しようとする箇所の写真又は見取図

修理（復旧）届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の修理（復旧）を行うので届け出ます。

記

名称

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

所有者の氏名
又は名称及び住所

管理責任者の氏名
又は名称及び住所

修理・復旧を
必要とする理由

その他参考となる事項

修理・復旧の内容
及び実施の方法

修理・復旧の着手
及び終了の予定時期

施工者の氏名又は名称及
び住所



様式第15号（第18条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

終了後の写真又は見取図

修理（復旧）終了報告書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の修理（復旧）が終了したので報告します。

記

名称

修理（復旧）の着手
及び終了の年月日

その他参考となる事項

員数

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号



様式第16号（第19条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

　下記のとおり高石市指定無形文化財の保持者 たので届け出

ます。

保持者の氏名、住所等の変更届出書

が 死 亡 し

の氏名又は住所を変更し

の 心 身 に 故 障 を 生 じ

記

名称

認定年月日
及び記号番号

変更前の保持者の
氏名及び住所

変更後の保持者の
氏名及び住所

死亡した保持者の氏名及
び住所並びに死亡した年

月日

故障の生じた保持者の氏
名及び住所並びに故障の

生じた年月日

追加認定者の有無

その他参考となる事項



様式第17号（第19条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

団体名

代表者氏名

電話番号

保持団体の代表者（名称・事務所の所在地）等の変更届出書

　下記のとおり高石市指定無形文化財の保持団体の代表者（名称・事務所の所在地）等を変更し
たので届け出ます。

記

名称

認定年月日
及び記号番号

変更前の代表者の
氏名及び住所

変更後の代表者の
氏名及び住所

解散の年月日
及び解散理由

その他参考となる事項

旧構成員の住所
及び氏名

新構成員の住所、
氏名及び生年月日

変更の年月日
及び変更理由



様式第18号（第20条関係）

　　　年　　　月　　　日

高石市教育委員会　様

住所

氏名

電話番号

（添付書類）

見取図（地番、地目及び地積）

史跡名勝天然記念物所在地等の異動届出書

（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　下記のとおり高石市指定文化財の指定地域内の土地について異動がありましたので届け出ま
す。

記

名称

所在の場所

指定の年月日
及び記号番号

所有者の氏名
又は名称及び住所

異動の年月日
及び異動の理由

その他参考となる事項

管理責任者の氏名
又は名称及び住所

異動前の土地の
所在地、地番、
地目及び地積

異動後の土地の
所在地、地番、
地目及び地積


